
清川村に家（建築物）を建てる方へ 
令 和 8 年 4 月 

村づくり観光課 村づくり振興係 

清川村における建築確認の申請は･･･  

 建築基準法第６条第１項第３号の規定により、平成５年４月１日から清川村は家等の小規模な建築物について

も「建築確認」の申請が必要な区域に指定されました。本村に家（建築物）を建てるときは、建築確認申請にお

ける「村経由」をお願いします。 

なお、清川村の概要や当該経由手続きなどは次のとおりです。 

 

清川村の概要等  

●都市計画 

  清川村は全域が都市計画区域外です。（用途地域の指定もありません。） 

●特定地域土地利用計画 

  清川村では自然環境の保全を図りつつ、健康で文化的な生活環境を築くため「清川村特定地域土地利用計画」

により適正な土地利用を指導しています。 

●清川村開発指導条例（開発行為） 

  建築物の建築事業や土地の区画形質の変更にかかる面積が 500 平方メートル以上になる場合及び建築基準法

に基づく建築物で地上高 10 メートル以上、または階数３以上のものは「清川村開発指導条例」による村との協

議が必要となります。（詳細は「清川村開発指導条例開発協議の手引き」を参照してください。） 

◆担当窓口：清川村村づくり観光課村づくり振興係 

●都市計画法（開発行為） 

土地の区画形質の変更にかかる面積が 10,000 ㎡以上の場合は、都市計画法の開発許可が必要となります。 

  ◆担当窓口：神奈川県厚木土木事務所 計画建築部 まちづくり・建築指導課 

●ホテル等の建築の場合 

  ホテル等（旅館業法に規定されているホテル営業、旅館営業、または簡易宿泊所営業の用に供する施設）の

建築の場合は、「清川村ホテル等建築の適正化に関する条例」が適用されます。 

  ◆担当窓口：清川村村づくり観光課村づくり振興係 

●自然公園 

  清川村は全域が丹沢大山国定公園又は県立丹沢大山自然公園のいずれかに指定されています。事業地がどの

区域に指定されているかご確認ください。 

 ・県立丹沢大山自然公園の特別地域での工作物（建築物含む）の新築や土地の形質変更等の行為は、県立自然

公園条例による許可（建築行為は建築確認申請の前に許可申請が必要です。）が、また、特別地域に含まれない

地域(普通地域)では、一定規模以上（高さ 13 メートル又は建築面積 1,000 平方メートルを超える建築物や高さ

30 メートルを越える鉄塔の建造等）の工作物の新築や土地形状変更行為等は、届出が必要です。 

  ◆担当窓口：清川村村づくり観光課村づくり振興係 

 ・丹沢大山国定公園の区域内では、自然公園法に基づく許可が必要となります。 

  ◆担当窓口：神奈川県自然環境保全センター 管理課 

●防火地域 

  本村では、防火・準防火地域及び建築基準法第２２条（屋根の技術的基準適合）に係る区域の指定はありま

せん。 



その他法令等  

●農地転用 

  敷地の地目が農地の場合は、事前に農地法に基づく農地転用の手続きが必要です。 

  ◆担当窓口：清川村農業委員会事務局（建設農林課内） 

●神奈川県建築基準条例（本条例は、県立自然公園特別地域及び国定公園においては、下記を含む一部の条文が

適用されず、特別地域及び国定公園内は、自然公園法及び神奈川県立自然公園条例が適用されます。） 

 ▼道路・接道要件（神奈川県建築基準条例第 52 条の６） 

   建築物の敷地は、幅員４メートル以上の道路に２メートル以上接する（接する道路名及び幅員を図面に明

記）必要があります。 ※幅員４メートル未満の道路に接する場合は事前にご相談ください。 

   なお、道路と敷地の境界が明確でない場合は、境界査定の手続きが必要です。また、敷地が接する道路の

拡幅計画がないか事前に確認してください。 

  ◆担当窓口：○村道の幅員・境界等については、 

          清川村建設農林課 建設係 

○県道の幅員・境界等については、 

神奈川県厚木土木事務所 計画建築部 許認可指導課 

        ○建築基準法上の指定道路図及び接道については、 

          神奈川県厚木土木事務所 計画建築部 まちづくり・建築指導課 

 ▼建ぺい率・容積率（神奈川県建築基準条例第 52 条の９及び 10） 

   建ぺい率 50％以下、容積率は 100％以下です。 

 ▼建築物の高さの限度（神奈川県建築基準条例第 52 条の 11） 

   10 メートル以下（10 メートルを超える場合は県知事の特例許可が必要）です。 

 ▼道路斜線勾配（神奈川県建築基準条例第 52 条の 12） 

   1.5 以下です。 ※隣地及び北側斜線の規制はありません。 

 ▼日影時間（神奈川県建築基準条例第 52 条の 13） 

   10 メートルを超える建築物の場合に適用されます。平均地盤面からの高さが４メートルの水平面に、敷地

境界線からの水平距離が、５メートルを超え 10 メートル以内の範囲においては４時間以上、10 メートルを

超える範囲においては 2.5 時間以上日影となる部分を生じさせることのないものとします。 

  ◆担当窓口：神奈川県厚木土木事務所 計画建築部 まちづくり・建築指導課 

●消防法 

  建築物の規模・用途によっては、消防法に基づく規制が適用されます。 

  ◆担当窓口：厚木市消防本部予防課予防査察係 

●工作物 

高さ２メートルを超える擁壁や、15 メートルを超える鉄塔などは、建築基準法の規定による工作物の確認申

請が必要です。（これらは村経由の必要はありません。） 

また、昇降機及びその他の建築設備などについては、通常の手続きを行なってください。（これらは村経由を

お願いします。） 

 

 

 

 

 



●神奈川県土地利用調整条例 

  一定規模以上の開発行為を行う場合、法令に基づく許認可の前に県知事と土地利用に関する調整を行うこと

を義務づけています。 

 ◆担当窓口：神奈川県政策局政策部土地水資源対策課 

●村営水道との接続 

 ▼給水工事等 

村営水道により給水を受ける場合は、事前にご相談ください。 

なお、加入申込みや工事については、指定工事店制度がありますので、村指定の工事店に依頼してください。 

▼加入負担金 

   村営水道への加入の際は、水道メーター口径が 20 ミリ以下で加入負担金 176,000 円と手数料 3,000 円が必要 

となります。なお、25 ミリ以上のものは負担金の額が変わりますので、別途ご確認ください。 

◆担当窓口：清川村環境上下水道課上下水道係 

●公共下水道との接続 

 ▼下水道工事等 

   村が維持管理をする下水道本管に接続する場合は、事前にご相談ください。 

  なお、接続工事については、指定工事店制度がありますので、村指定の工事店に依頼してください。 

 ▼受益者分担金 

   下水道加入の際は、受益者分担金が必要となり、水道メーター口径が 20 ミリ以下で 200,000 円となりま

す。共同住宅や 25 ミリ以上のもの、村営水道以外の使用については、分担金の額が変わりますので、別途ご

確認ください。 

  ◆担当窓口：清川村環境上下水道課上下水道係 

●合併浄化槽の設置 

  下水道処理区域外や地形状況により下水道本管に接続が困難な場合は、合併浄化槽の設置が必要となります。 

  また、宅内処理とし、道路側溝や下水道への接続はできません。 

  ◆担当窓口：清川村環境上下水道課上下水道係 

●雨水等の処理 

  雨水及び屋外水栓の排水処理については、地下浸透マス等の設置が必要になります。 

  また、宅内処理とし、道路側溝や下水道への接続はできません。 

  ◆担当窓口：清川村環境上下水道課上下水道係 

●道路台帳等 

村道の台帳は清川村建設農林課で、水道及び下水道の管網図は清川村環境上下水課で閲覧できます。 

また、ご希望により写しを取ることもできます。（有料） 

◆担当窓口：清川村建設農林課建設係、環境上下水道課上下水道係 

●駐車場 

  駐車場については、路上駐車とならないよう保有台数分を確保し、また、共同住宅（アパート等）の場合は

戸数に伴い、十分確保できるよう配置図に明記してください。 

 

 

 

 

 



建築確認申請について  

建築確認申請書３部（正・副本各１部及び役場経由用１部） 

※村指定の様式はありません。 

※上記の他、消防本部用１部が必要となります。（村経由の必要はありません） 

◆経由窓口：清川村村づくり観光課村づくり振興係 

  ※即日返却はできませんので、ご注意ください。 

【流 れ】 

 ①建築確認申請書３部（正・副本各１部及び役場経由用１部）を村へ提出 

          

         関係部署等への確認（書類預り） 

           

 ②「清川村役場経由」を押印し、２部（正・副本各１部）返却 

 

特定行政庁（神奈川県）又は指定確認検査機関へ 

申請書（正・副本各１部及び消防本部用１部）を提出 

 

◆申請窓口：神奈川県（厚木土木事務所 計画建築部 まちづくり・建築指導課） 

又は指定確認検査機関 

 

  

担当窓口連絡先  

 【清川村】 

  ○村づくり観光課（村づくり振興係） 

    ☎０４６―２８８―３８６４（直通） 

  ○環境上下水道課（上下水道係） 

   ☎０４６－２８８－３８６２（直通） 

 ○建設農林課（建設係）農業委員会事務局（建設農林課内） 

 ☎０４６－２８１－９４３６（直通） 

【厚木市】 

 ○厚木市消防本部予防課予防査察係 

   ☎０４６－２２３－９３７１（直通） 

 【神奈川県】 

  ○神奈川県政策局政策部土地水資源対策課 

☎０４５－２１０－１１１１（代表） 

○厚木土木事務所 計画建築部（まちづくり・建築指導課、許認可指導課） 

 （厚木南合同庁舎３階） 

☎０４６－２２３－１７１１（代表） 

○自然環境保全センター（管理課） 

☎０４６－２４８－０３２３（代表） 

 


